
契約変更年月日 令和7年6月24日

契約業者名 　株式会社新井組

契約業者の住所 　東京都品川区大崎１丁目６番３号

工事の名称 　Ｒ６国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２３工事

工事場所
　自）東京都八王子市寺田町地先
　至）東京都八王子市館町地先

工事種別 　　一般土木

工事概要

 

工期（自） 令和7年5月1日

工期（至） 令和8年2月27日

変更前の契約金額 　　４２４，０５０，０００円（税込み）

変更金額 　　　　 ＋４５１，０００円（税込み）

変更後の契約金額   　４２４，５０１，０００円（税込み）

変更理由

 

（第１回、最終）契約変更の内容

道路土工　１式
　掘削工　約１２，０００ｍ３
　路体盛土工　約１６，０００ｍ３
　路床盛土工　約　４，８００ｍ３
地盤改良工　１式
　中層混合処理　約　３，６００ｍ３
擁壁工　１式
　補強土壁工　約　　　５７０ｍ２
石・ブロック積（張）工　１式
　大型ブロック積擁壁工　約　　　８７０ｍ２
　間知ブロック張工　約　　　４２０ｍ２
排水構造物工　１式
舗装工　１式
構造物撤去工　１式

1.	新積算基準特例措置の適用
本工事は、『令和７年４月より適用する「土木工事工事費積
算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（令和7年
2月28日付け国会公契第42号、国官技第474 号、国道国技
第154号及び国北予第31号）』に基づく対応が可能な工事で
ある。
令和７年４月７日付けで工事受注者より上記、特例措置に基
づく変更の請求があったため、工事請負契約書第６２条に基
づき協議を行い、契約変更を行うものである。


